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1 郵便局を活用した「涼み処」の概要

期間
6月以降準備出来次第 ～ 9月30日（火）
※市町村との調整により10月31日（金）まで実施の場合あり

対象郵便局
簡易郵便局を除く青森県内全郵便局 （26８局）

活用時間
平日：午前9時～午後5時 ※一部の郵便局は、土・日・祝日も利用可能

活用方法
エアコンの効いている郵便局の窓口ロビー等を活用した避暑

日本郵便株式会社と青森県の包括連携協定に基づき、令和6年度から開始した郵便局の「涼み処」
としての活用について、今年度も以下のとおり実施されることとなりました。
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２ 「涼み処」としての活用に係る経緯

令和６年５月１日 青森中央郵便局から県内の郵便局（簡易郵便局を除く）を涼み処として
活用してほしい旨、提案あり

⇒令和３年3月26日に締結した「青森県と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定書」に
基づき、熱中症予防に関する郵便局の活用を協力して進めることに決定

（参考）日本郵便株式会社による知事表敬

令和6年5月30日、青森中央郵便局長ら4名が青森県庁を
訪問し、宮下知事にクーリングシェルター等設置に関する
郵便局の活用についての協力表明書を手交
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３ 主な郵便局における昨年の実施状況

市町村名 局名 実施内容

青森市
青森中央郵便局
青森西郵便局

窓口ロビーにお客さま休憩用の
イスを設置
青森市提供のポスター掲出

弘前市 弘前郵便局
窓口ロビーにポスター掲出、
イスを設置
弘前市より塩タブレットの提供あり

八戸市
八戸郵便局
八戸西郵便局

窓口ロビーにポスター掲出、
イスを設置

三沢市 三沢郵便局 風除室を「涼み処」として開放

むつ市 むつ郵便局
ポスター、認定証を掲出し広く
周知を実施

野辺地町 野辺地郵便局 窓口ロビーを「涼み処」として開放

青森西郵便局

八戸西郵便局


